
ベーシックコースお申込書 

サロン名・会社名 

ご住所 

TEL              FAX 
 

E:mail 

お申し込みFAX ０５２－８４６－５６１２ 

ビーワンマスタースクール 
～使う人から伝える人に～ 

ベーシックコースお申込書 

■お申込条件：ＢＳＣアカデミー終了の方 

■お支払方法：受講４週間前までにお振込み 

■お申込方法：下記お申し込み用紙をご記入の下記ＦＡＸ番号までお送り下さい。 

■キャンセルについて：受講規約第４条をご覧下さい。 

■お申し込み確認後にこちらからお申し込み確認のご連絡をさせて頂きます。 

コース名 料金／１名様 受講人数 ２人目（半額） 受講人数 

フェイシャルエステコース 

（２日間） 

￥５２，５００    ×  名 

（税込み） 

￥２６，２５０    ×  名 

（税込み） 

フットケア 

（２日間） 

￥５２，５００    ×  名 

（税込み） 

￥２６，２５０    ×  名 

（税込み） 

全身ボディーマッサージ 

（２日間）※女性限定 

￥１０５，０００   ×  名 

（税込み） 

￥５２，５００    ×  名 

（税込み） 

ヘッドケア 

（２日間） 

￥５２，５００    ×  名 

（税込み） 

￥２６，２５０   ×   名 

（税込み） 

サロン開業サポート 

（１日間） 

￥３１，５００   ×   名 

（税込み） 

￥１５，７５０    ×  名 

（税込み） 

参加者名 性別 年齢 職種 希望コース ご紹介者 
ビーワン   

使用暦 

  男・女     
□フェイシャルエステ □フットケア □ヘッドケア    

□全身ボディーマッサージ □サロン開業サポート 
  未 ・  年 

  男・女     
□フェイシャルエステ □フットケア □ヘッドケア    

□全身ボディーマッサージ □サロン開業サポート 
  未 ・  年 

  男・女     
□フェイシャルエステ □フットケア □ヘッドケア    

□全身ボディーマッサージ □サロン開業サポート 
  未 ・  年 

  男・女     
□フェイシャルエステ □フットケア □ヘッドケア    

□全身ボディーマッサージ □サロン開業サポート 
  未 ・  年 

  男・女     
□フェイシャルエステ □フットケア □ヘッドケア    

□全身ボディーマッサージ □サロン開業サポート 
  未 ・  年 



受講規約 

 

本受講規約（以下「本規約」という）には、株式会社環境総合研究所（以下「当社」という）の許諾に基づき、貴方が受講申込を行

い、当社が提供する講座を受講するにあたっての貴方と当社との間の契約条件が規定されています。なお、本講座は当社が貴方に提供

するものであり、当社は貴方に対し一切義務を負いません。 

 

第１条(受講料金等) 

受講者は、当社が掲示する受講料金を支払うものとします。 

 

第２条（本受講の申込） 

1. 本講座の受講希望者（以下「受講希望者」という）は、本申込書上に掲載する手続、または当社の定めるその他の手続に従って、

受講の申込(以下「受講申込」という)を行ない、氏名・住所・電話番号その他当社の別途定める事項について、正確且つ最新の情

報（以下「登録情報」という）を申込書その他に記載して提供するものとします。 

2. 受講者が、本講座を勤務先等の所属団体（以下「所属団体」という）を通じて申し込む場合（以下、「団体申込」という）、所属

団体と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。 

 

第３条(本講座受講申込の承諾) 

1. 当社は受講希望者より本申込書上に掲載する手続き、または当社が定める他の手続によって受講申込を受けた時、受講希望者に対

して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払方法を書面にて通知するものとします。 

2. 当社と受講者間の本講座の提供に係る契約（以下「本契約」という）は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受

講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。 

 

第４条（受講申込の取消） 

1. 受講者が、受講者の都合により受講資格を取り消そうとする場合は、その取り消す時期に応じてキャンセル料を当社へ支払うも

のとします。 

2. 開催日３週間前まで･･･受講料金の30％ 開催日２週間前まで･･･受講料金の50％ 開催日１週間前まで･･･受講料金の100％ 

 

キャンセル料の支払いは、既に受講料の支払いを受けている場合には相殺とします。受講者への返金が生じた場合には銀行振込みとな

ります。手数料等は受講者負担とします。受講料の支払いを受けていない場合には、受講者は当社へ当社指定の方法により支払うもの

とします。 

 

第５条(登録情報の使用) 

当社のプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において当社が知り得た情報（以下「受講者情

報」という）を使用することができるものとします。 

 

第６条（講義内容に対する権利） 

講義内容をいかなる方法においても第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。 

 

第７条(受講者資格の中断・取消) 

受講者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止、また

は将来に向かって取り消すことができるものとします。 

1. 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。 

2. 講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。その他当社が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。 

3. 営利、またはその準備を目的とした行為、その他当社が別途禁止する行為を行った場合。 

4. 受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合。または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審

判を受けた場合。 

5. 本規約に違反した場合。 

6. その他、受講者として不適切と当社が判断した場合。 

 

第８条(講座の中止・中断および変更) 

1. 当社は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。 

2. 前項の場合には、当社は本講座の中止または中断後10営業日以内に当該講座についての受講料金を返金します。但し、当社の責任

は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。 

 

第９条(損害賠償) 

1. 受講者が、本講座に起因または関連して当社に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を補償するものとします。 

2. 本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任に

おいて、当該紛争を解決するとともに、当社に生じた一切の損害を補償するものとします。 

 

第１０条（管轄裁判所） 

本契約を巡る一切の紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。 

 

株式会社 環境総合研究所 

ル・モンド スクール事業部 志水幸雄 


